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【KT－report 11】 防犯協会と環境衛生協議会 

 

１．山形市環境保健推進協議会 

（１）会費（負担金） 

 滝山地区町内会連合会の平成 27 年度決算書および 28 年度予算書によると山形市環境保健推進協議会

に対し、１世帯当り 30 円の会費（負担金）を 4,980 世帯分を支払っています。当然この原資は本会員個

人の年会費にあります。この協議会とは何ものなのか？ 

（２）組織形態 

2020(R2)年 12 月 24(木)午後山形市役所を訪れ、そこで確認したことは図(表)－１のとおりです。 

 

 任意団体ではあるが、金員の徴収システムは市社協に同類であります。その会費は、当然この原資は本

会員個人の年会費にあります。会費の徴収方法は、社協会費

と類似しています。 

 

２．防犯協会 

 本会は図－２のとおり、本会に１世帯当り 30 円の、230

世帯分――前記市社協会費請求の世帯数と一致――の協賛金

納入依頼が出されており、本会はこのとおり振り込んでいま

す。当然この原資は本会員個人の年会費にあります。 

（１）組織形態 

2020(R2)年 12 月 24(木)午後、山形県警察署建物に事務

所、山形市役所を訪れ確認して来ました。そこで確認したこ

とは図(表)－３のとおりです。 

 

 

 

 

・山形市環境保健推進協議会の事務局は、環境部ごみ減量課である。 

・同協議会は、「任意団体」であり、法人格は無い。 

・よって、当協議会の設置、会員や会費に係る法的根拠はない。 

・滝山地区環境保健推進協議会の事務局は、滝山町内会連合会（環境

保健部）にある。 

・住民会費の額や徴収方法はあくまでも地区が決定している。 

・パンフレット（図－２）を各戸配布するなど環境保健衛生の啓発・

啓蒙活動を推進している。 

・その対価として１世帯当り 30 円、5,020 世帯分（令和２年度）を、

会費として納入して貰っている。よって金員の性格は寄付金ではな

く会費である。 

・世帯当りの単価を決めているが、請求先は町内会連合会であり個人

宛ではない。  

図(表)－１a 図(表)－１b 

図－２ 
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（２）天下り先？ 

  名前からして、警察関係の天下り先、天下りの受け皿であろう。 

 

******************************************************************************************************* 

 

 前記、二つの組織は町内行事に取って必要不可欠なものか？ こういう組織に無関係の本会一般会員か

ら強制徴収することは真に遺憾である、迷惑千万である。 

 

 

（end） 

・「山形県防犯協会連合会」の事務局は山形県警察署建物内にある。 

・同連合会は公益社団法人
、、、、、、

である。 

・山形市防犯協会の事務局は、市役所市民課にある。 

・山形市防犯協会は、「任意団体」であり、法人格は無い。 

・よって、同会の設置、会員や会費に係る法的根拠はない。 

・支部は市内に２８ある。 

・同会滝山支部事務局は、滝山コミセンにある。 

・市防犯協会は、防犯協各支部からは会費というものを吸上げていない。県連合会の方にも納入してい

ない、県連合会に対しては市から直接補助金として納入している。 

・同会住民会費の額や徴収方法はあくまでも滝山支部が決定している。 

・各支部は、防犯思想の普及宣伝などの啓発・啓蒙活動を推進している。 

・その対価として１世帯当り 30 円、5,020 世帯分（令和２年度）を、会費として納入して貰ってい

る。よって金員の性格は寄付金ではなく会費である。 

・滝山支部は世帯当りの単価を決めているが、請求先はあくまでも各町内会であり、町内会連合会や個

人ではない。 

図(表)－３ 


